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板橋区公契約条例（素案）新旧対照表 

新 旧 

東京都板橋区公契約条例（素案） 

（目的）  

第１条 この条例は、板橋区（以下「区」という。）における公契約に関し、基本方針

及びその他必要な事項を定めることにより、労働者等の適正な労働環境を確保し、公

契約に従事する人材を確保することで、公契約の適正な履行及び良好な品質を確保す

るとともに、ダンピング等の不当行為の排除を図り、もって地域経済の活性化及び区

民の福祉の増進に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 公契約 区が締結する全ての請負契約、業務委託契約、売買契約その他の契約及

び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管

理者（以下「指定管理者」という。）と締結する公の施設の管理に関する協定（以

下「指定管理協定」という。）をいう。  

⑶ 特定公契約 次に掲げる公契約をいう。ただし、受注者が国、地方公共団体その

他区長が必要と認める者である公契約を除く。 

 ア  区が発注する工事又は製造の請負契約のうち、その予定価格が１億円以上のも

の 

 イ 区が発注する工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、その予定

価格が１，０００万円以上のものであって、規則で定めるもの 

 ウ 指定管理協定 

⑸ 特定受注関係者 次に掲げる者をいう。 

 ア 区以外の者から特定公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者（次

号ウに掲げる者を除く。） 

（基本方針） 

第３条 区における公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。 

⑴ 公契約の適正な履行及び良好な品質を確保し、適正価格での調達を実現するこ

と。 

⑵ 公契約に係る手続の透明性を確保し、公正な競争を促進すること。 

⑶ 適正な労働条件の確保その他労働環境の整備を促進すること。 

⑷ 談合その他の不正行為を排除すること。 

⑸ 区内事業者の受注機会の確保を図り、地域経済の活性化に資すること。 

⑹ 区と受注者との対等な関係において、公契約制度を適正に運用すること。 

 

（略） 

板橋区公契約条例（素案） 

（目的）  

第１条 この条例は、板橋区（以下「区」という。）における公契約に関し、基本方針

及びその他必要な事項を定めることにより、公契約の適正な履行及び良好な品質を確

保するとともに、労働者等の適正な労働環境の確保、公契約に従事する人材の確保、

ダンピング等の不正行為の排除を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福祉の増

進に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それそれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 公契約 区が締結するすべての請負契約、業務委託契約、売買契約その他の契約

及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定

管理者（以下「指定管理者」という。）と締結する公の施設の管理に関する協定

（以下「指定管理協定」という。）をいう。  

⑶ 特定公契約 次に掲げる公契約をいう。ただし、受注者が国、地方公共団体その

他規則で定める者である公契約を除く。 

 ア 区が発注する工事又は製造の請負契約のうち、予定価格が＿＿＿＿円以上のも

の 

 イ 区が発注する工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、予定価格

が＿＿＿＿円以上のものであって、規則で定めるもの 

 ウ 指定管理協定 

⑸ 特定受注関係者 次に掲げる者をいう。 

 ア 区以外の者から特定公契約に係る業務の一部を請け負い、又は委託する者（次

号ウに掲げる者を除く。） 

（基本方針） 

第３条 区における公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。 

⑴ 公契約の適正な履行及び良好な品質を確保し、適正価格での調達を実現するこ

と。 

⑵ 公契約に係る手続の透明性を確保し、公正な競争を促進すること。 

⑶ 適正な労働条件の確保及びその他労働環境の整備を促進すること。 

⑷ ダンピングその他の不正行為を排除すること。 

⑸ 区内事業者の受注機会の確保を図り、地域経済の活性化に資すること。 

⑹ 区と受注者との対等な関係において、公契約制度を適正に運用すること。 

 

（略） 

資料３ 
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（受注者の責務） 

第５条 受注者は、公契約を締結した者としての社会的な責任を自覚し、法令等を遵

守するとともに、前条の施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 受注者は、労働者等に適正な賃金を支払うとともに、労働者等の適正な労働条件の

確保及び向上を図り、労働環境の整備に努めなければならない。 

（区内の事業者の活用） 

第６条 受注者は、公契約に係る業務の一部を他の事業者に請け負わせ、又は委託し

ようとするときは、区内の事業者に当該公契約に係る業務の一部を請け負わせ、又

は委託するよう努めなければならない。 

（労働報酬下限額） 

第７条 区長は、特定公契約において、特定受注者及び特定受注関係者が特定労働者

等（最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第７条に規定する労働者を除く。次

条、第１０条及び第１１条並びに別表３の項及び５の項から７の項までにおいて同

じ。）に対し、区長が定める額（以下「労働報酬下限額」という。）以上の額の労

働報酬を支払わなければならないことを定めるものとする。 

 

（略） 

 

（特定公契約の解除） 

第１４条 区長は、次のいずれかに該当するときは、当該特定公契約を解除（指定管理

協定にあっては、当該指定管理協定に係る指定管理者の指定を取り消し、又は期間を

定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることをいう。以下同じ。）する

ことができる。 

３ 削除 

 

（略） 

 

（公契約審議会の設置） 

第１６条 区長の付属機関として、東京都板橋区公契約審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、労働報酬下限額その他公契約に関し必要な事項につ

いて調査審議し、区長に意見を述べるものとする。 

３ 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員６人以内をもって組織す

る。 

 

（略） 

 

 

 

（受注者の責務） 

第５条 受注者は、公契約を締結した者としての社会的な責任を自覚し、法令等を遵

守するとともに、前条の施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 受注者は、労働者等に適正な賃金を支払うとともに、労働者等の適正な労働条件

の確保及び向上を図り、労働環境の整備に努めるものとする。 

（区内の事業者の活用） 

第６条 受注者は、公契約に係る業務の一部を他の事業者に請け負わせ、又は委託し

ようとするときは、区内の事業者に当該公契約に係る業務の一部を請け負わせ、又

は委託するように努めるものとする。 

（労働報酬下限額） 

第７条 区長は、特定公契約において、特定受注者及び特定受注関係者が特定労働者等

（最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第７条に規定する労働者を除く。次条、

第１０条及び第１１条並びに別表第３号及び第５号から第７号までにおいて同じ。）

に対し、区長が定める額（以下「労働報酬下限額」という。）以上の額の労働報酬を

支払わなければならないことを約定するものとする。 

 

（略） 

 

（特定公契約の解除等） 

第１４条 区長は、次のいずれかに該当するときは、当該特定公契約の解除等をするこ

とができる。 

 

３ 区は、第１項の規定による特定公契約の解除等をしたときは、違約金の支払いを求

めることができる。 

 

（略） 

 

（公契約審議会の設置） 

第１６条 区長の附属機関として、板橋区公契約審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、労働報酬下限額その他公契約に関し必要な事項につ

いて調査審議し、区長に答申する。 

３ 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員をもって組織する。 

 

 

（略） 
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付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第８条及び第１６条の規定

は、公布の日から施行する。 

２ 第７条、第９条から第１５条まで及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に締

結する請負契約及び業務委託契約並びに同日以後の日を地方自治法第２４４条の２第

５項に規定する期間の始期とする指定管理者の指定に係る指定管理協定について適用

する。 

 

別表（第９条関係） 
 

１ 特定公契約に係る労働条件

の遵守 

特定受注者は、第 2条第６号ア又はイに

掲げる特定労働者等に係る労働条件につ

いて、関係法令の規定を遵守しなければ

ならないこと。 

２ 特定公契約に係る請負条件 特定受注者は、第 2条第６号ウに掲げる

特定労働者等に業務の一部を請け負わ

せ、又は委託するときは、その条件につ

いて、１の項の関係法令の趣旨を尊重し

たものとしなければならないこと。 

３ 労働報酬に係る特定受注者

の連帯責任 

特定受注者は、特定受注関係者が特定労

働者等に対して労働報酬を支払わないと

き又は支払った労働報酬の額が労働報酬

下限額を下回るときは、当該特定労働者

等に対し、当該特定受注関係者と連帯し

て、当該労働報酬に相当する額又はその

差額に相当する額を支払わなければなら

ないこと。 

４ 労働条件等の区長への報告 特定受注者は、規則で定めるところによ

り、特定労働者等に係る労働条件に関す

る事項を区長に報告しなければならない

こと。 

５ 特定労働者等への周知 特定受注者は、次に掲げる事項を作業所

等の特定労働者等の見やすい場所に掲示

し、又は特定労働者等に対し、当該事項

を記載した書面を交付しなければならな

いこと。 

 ア この条例が適用される特定労働者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第９条関係） 
 

⑴ 特定公契約に係る労働条件

の遵守 

特定受注者は、第 2条第６号ア又はイに

掲げる特定労働者等に係る労働条件につ

いて、関係法令の規定を遵守しなければ

ならないこと。 

⑵ 特定公契約に係る請負条件 特定受注者は、第 2条第６号ウに掲げる

特定労働者等に業務の一部を請け負わ

せ、又は委託するときは、その条件につ

いて、前号の関係法令の趣旨を尊重した

ものとしなければならないこと。 

⑶ 労働報酬に係る特定受注者

の連帯責任 

特定受注者は、特定受注関係者が特定労

働者等に対して労働報酬を支払わないと

き又は支払った労働報酬の額が労働報酬

下限額を下回るときは、当該特定労働者

等に対し、当該特定受注関係者と連帯し

て、当該労働報酬に相当する額又はその

差額に相当する額を支払うものとするこ

と。 

⑷ 労働条件等の区長への報告 特定受注者は、規則で定めるところによ

り、特定労働者等に係る労働条件に関す

る事項を区長に報告しなければならない

こと。 

⑸ 特定労働者等への周知 特定受注者は、次に掲げる事項を作業所

等の特定労働者等の見やすい場所に掲示

し、又は特定労働者等に対し、当該事項

を記載した書面を交付しなければならな

いこと。 

 ア この条例が適用される特定労働者 
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等の範囲 

 イ 労働報酬下限額 

 ウ 3の項の規定の内容 

 エ 第 10条の規定による申出をする 

場合の連絡先 

 オ 第 11条の規定の内容 

６ 特定労働者等の申出 特定労働者等は、第１０条の規定によ

り、労働報酬が支払われるべき日におい

て、支払われるべき当該労働報酬が支払

われていないとき又は支払われた当該労

働報酬の額が労働報酬下限額を下回ると

きは、区長又は特定受注者若しくは特定

受注関係者にその事実を申し出ることが

できること。 

７ 不利益取扱いの禁止 特定受注者及び特定受注関係者は、第１

０条の規定による申出があったときは、

誠実に対応するとともに、当該特定労働

者等が当該申出をしたことを理由とし

て、解雇、請負契約の解除その他不利益

な取扱いをしてはならないこと。 

８ 報告及び立入調査への対応 特定受注者及び特定受注関係者は、第１

２条第１項の規定による報告及び資料の

提出の求め並びに立入調査に応じなけれ

ばならないこと。 

９ 是正措置 特定受注者は、第１３条第１項の規定に

よる区長の求めがあったときは、速やか

に当該違反の是正その他の必要と認める

措置を講ずるとともに、その結果を区長

に報告しなければならないこと。 

１０ 特定公契約の解除等 区長は、第 14条第 1項各号のいずれか

に該当するときは、当該特定公契約を解

除することができ、区は、当該解除によ

り特定受注者又は特定受注関係者に生じ

た損害を賠償する責任を負わないこと。 

１１ 損害賠償 特定受注者は、１０の項の規定により特

定公契約を解除された場合において、そ

等の範囲 

 イ 労働報酬下限額 

 ウ 第 3号の規定の内容 

 エ 第 10条の規定による申出をする 

場合の連絡先 

 オ 第 11条の規定の内容 

⑹ 特定労働者等の申出 特定労働者等は、第１０条の規定によ

り、労働報酬が支払われるべき日におい

て、支払われるべき当該労働報酬が支払

われていないとき又は支払われた当該労

働報酬の額が労働報酬下限額を下回ると

きは、区長又は特定受注者若しくは特定

受注関係者にその事実を申し出ることが

できる。 

⑺ 不利益取扱いの禁止 特定受注者及び特定受注関係者は、第１

０条の規定による申出があったときは、

誠実に対応するとともに、当該特定労働

者等が当該申出をしたことを理由とし

て、解雇、請負契約の解除その他不利益

な取扱いをしてはならないこと。 

⑻ 報告及び立入調査への対応 特定受注者及び特定受注関係者は、第１

２条第１項の規定による報告及び資料の

提出の求め並びに立入調査に応じなけれ

ばならないこと。 

⑼ 是正措置 特定受注者は、第１３条第１項の規定に

よる区長の求めがあったときは、速やか

に当該違反の是正その他の必要と認める

措置を講ずるとともに、その結果を区長

に報告しなければならないこと。 

⑽ 特定公契約の解除等 区長は、第 14条第 1項各号のいずれか

に該当するときは、当該特定公契約を解

除することができ、区は、当該解除によ

り特定受注者又は特定受注関係者に生じ

た損害を賠償する責任を負わないこと。 

⑾ 損害賠償 特定受注者は、第１０号の規定により特

定公契約を解除された場合において、そ
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れによって区に損害が生じたときは、そ

の損害を賠償しなければならないこと。 

１２ 特定公契約の解除に係る

違約金 

区長は、１０の項の規定により特定公契

約を解除したときは、特定受注者から違

約金を徴収することができること。 

１３ 公表 区長は、第１５条第１項の規定により、

１０の項の規定により特定公契約を解除

したとき又は特定公契約の契約期間終了

後に特定受注者若しくは特定受注関係者

が第７条第 1項若しくは第９条の規定に

よる特定公契約の約定事項に違反してい

たことが判明したときは、その旨を公表

することができること。 

１４ 特定受注関係者と締結す

る契約 

特定受注者は、特定受注者が特定受注関

係者と特定公契約に係る契約を締結する

ときは、当該特定受注者が遵守すべき約

定事項について、特定受注関係者が当該

特定受注者に準じて当該約定事項を遵守

することとなるよう、当該契約を締結す

る特定受注関係者との間で約定しなけれ

ばならないこと。 

１５ 継続雇用 特定受注者は、継続性のある業務に関す

る特定公契約を締結するときは、当該業

務に従事する者の雇用の安定並びに当該

業務の質の維持及び継続性の確保に配慮

し、当該特定公契約の締結前から当該業

務に従事していた者のうち希望する者を

雇用するよう努めること。 

 

 

れによって区に損害が生じたときは、そ

の損害を賠償しなければならないこと。 

⑿ 特定公契約の解除に係る違

約金 

区長は、第１０号の規定により特定公契

約を解除したときは、特定受注者から違

約金を徴収することができること。 

⒀ 公表 区長は、第１５条第１項の規定により、

第１０号の規定により特定公契約を解除

したとき又は特定公契約の契約期間終了

後に特定受注者若しくは特定受注関係者

が第７条第 1項若しくは第９条の規定に

よる特定公契約の定めに違反していたこ

とが判明したときは、その旨を公表する

ことができること。 

⒁ 特定受注関係者と締結する

契約 

特定受注者は、特定受注者が特定受注関

係者と特定公契約に係る契約を締結する

ときは、当該特定受注者が遵守すべき約

定事項について、特定受注関係者が当該

特定受注者に準じて当該約定事項を遵守

することとなるよう、当該契約を締結す

る特定受注関係者との間で約定しなけれ

ばならないこと。 

⒂ 継続雇用 特定受注者は、継続性のある業務に関す

る特定公契約を締結するときは、当該業

務に従事する者の雇用の安定並びに当該

業務の質の維持及び継続性の確保に配慮

し、当該特定公契約の締結前から当該業

務に従事していた者のうち希望する者を

雇用するよう努めること。 
 


